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ウォーターＰＰＰ導入の検討について 

上下水道局 下水道課 

【報告事項】 

◆ ウォーターＰＰＰの導入を検討する 

持続可能な下水道運営を図るため、また交付金を活用した管路改築を継続するためウォーター

ＰＰＰ‐管理・更新一体マネジメント方式［レベル 3.5］の官民連携の導入を目指し、令和６年

度に導入可能性調査を実施し、枠組みについて検討したい。 

下水道施設の維持管理・改築更新の現状 

・処理施設･･･公共・特環の４施設、農集・小規模の 11 施設の区分けで複数年度による包括委託

［レベル 2.5］を実施している。改築更新計画策定・実施は個別に発注している。 

・管路施設(MP 含む)･･･維持管理、修繕、点検･調査及び改築･更新計画策定・実施は案件ごと個別

に発注している。 

 

１ 検討の背景 

令和５年６月２日に内閣府が公表した「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和５年改定版）」におい

て、上下水道分野は重点分野とされ令和 13 年度までに下水道で 100 件の具体化を目指すことが示さ

れ、国土交通省からは新たな官民連携方式の導入を社会資本整備総合交付金の交付要件とすることが

明記された。(汚水管の改築について、令和９年度以降『「ウォーターPPP」［レベル 3.5 以上］の導入

が決定済であること』が要件化された) 

また、国はウォーターPPP の導入に向けた調査・検討について、「官民連携事業等基盤強化推進事業」

を創設しその経費について支援することを決めている。 

今後も管路施設の改築・更新には交付金が必要であるため、交付要件を満たす官民連携について 

早急に検討する必要が生じている。 

 

２ 方向性について 

民間ノウハウの活用および案件ごと個別に発注対応を行う職員負担の軽減、また管路改築における

交付金を受けるため、令和９年度までに管理・更新一体マネジメント方式［レベル 3.5］の導入を   

目指したい。 

国土交通省は、コンセッション方式［レベル 4］への足掛かりとして、管理・更新一体マネジメン

ト方式［レベル 3.5］契約期間（原則 10 年）を設定し、レベル 3.5 の契約終了後はその後継となる 

コンセッション方式［レベル 4］を選択肢として検討することを求めている。（強制力はない） 

① 将来、コンセッション方式［レベル 4］を視野に入れた官民連携を目指すのか。 

② 差し当たり管路改築の交付要件を満たす官民連携を目指すのか。 

上記の方向性により、将来的な職員配置にも影響することから、導入可能性調査の結果を踏まえ 

レベル 3.5 の実施期間中に方向性を定めたい。 

 

３ これまでの取り組み 

（１）国土交通省ほか各種説明会や勉強会で制度の詳細について正確な情報を収集した。 

また、官民連携に取り組む先進自治体から、検討の進め方等について指導を受けた。 

（２）令和５年９月 20 日の庁議において検討を進めることについて確認した。 

   PPP の導入により市民負担が増えること、また、地元業者が排除されるようなことがないように

地元業者の育成も含め十分に検討をする。 

（３）令和５年 11 月 29 日に成立した国の令和５年度補正予算において、ウォーターPPP 導入検討に  

対する定額補助を要望し、要望額どおりの内示を受けた。 

   国交省所管の補助金であるが、他分野連携の位置づけで農集排や小規模集合排水も含め検討する

こととしている。 

（４）次年度発注予定の下水道事業官民連携可能性調査業務委託の実施に際し、予定価格の算定根拠と

するため総合コンサルタントへ見積を依頼し発注準備を行っている。 
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４ 今後の進め方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考 

（図-１） 官民連携レベルとウォーターＰＰＰの概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（図-２）管理・更新一体マネジメント方式［レベル 3.5］のスキーム 
 


